
 

 

令和６年度第１回 那覇市都市みらい部及びまちなみ共創部指定管理者選定委員会 

 

 

審議内容 

1.日時：令和６年 10月 18日（金） 14時 30分～16時 00分 

2.場所：那覇市本庁舎 10階 1002AB会議室 

3.内容：那覇市首里金城村屋指定管理予定候補者の選定について 

    （指定期間：令和７年 4月 1日～令和１２年 3月 31日までの 5年間） 

 

審議結果 

1.那覇市首里金城村屋指定管理予定候補者に「首里金城町自治会」が選定された。 

2.委員から以下の質問・意見があった。 

イ）収支計画について 

ロ）災害時の対応について 

ハ）管理体制について 

二）外国人観光客への対応や多言語表記について 



 

那覇市首里金城村屋の指定管理予定候補者の選定結果について 

 

那覇市都市みらい部都市計画課の所管する那覇市首里金城村屋については、下記のとおり指定

管理者を選定したので、その結果を公表します。 

 なお、地方自治法第２４４条の２第６項により議会の議決を経る必要があり、令和６年１１月

議会の議決を経た後に正式に指定することになります。 

 

１ 施設の概要 

(1) 名 称   那覇市首里金城村屋  

(2) 所在地   那覇市首里金城町 2丁目 7番地 

(3) 設置目的  首里金城地区の歴史文化の伝承と観光振興を図り、また地域住民のふれあい

の場とすることを目的に設置 

２ 指定管理予定者 

(1) 名 称   首里金城町自治会 

(2) 住 所   那覇市首里金城町３－４１ 

(3) 代表者名  会長 佐久川 馨 

３ 指定予定期間  令和７年 4月 1日 ～ 令和１２年３月３１日（５年間） 

４ 選定の経緯 

(1) 申請期間    令和６年９月２日～令和６年９月１３日 

(2) 申請団体    1団体 

(3) 非公募の理由 

那覇市首里金城村屋条例第１３条において、指定管理者を首里金城村屋周辺の地域住民で

構成される団体に指定していること及び「指定管理者制度に関する運用指針」において、那

覇市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（以下、手続等条例）第６条に

該当する場合は非公募とすることができるとされており、当該施設の設置目的や機能等を考

慮し、手続等条例第６条に該当すると判断できることより、非公募で指定管理者を選定した。 

５ 総評価点    

(1) 審査方法 

ア 選定委員会 

ａ 選定機関の名称 那覇市都市みらい部及びまちなみ共創部指定管理者選定委員会   

ｂ 選定委員会への出席委員 

委 員 長 藤田 陽子（琉球大学 島嶼地域科学研究所教授） 

副委員長 島袋 隆志（沖縄大学 経法商学部教授） 

委 員  宮国 薫子（琉球大学 国際地域創造学部准教授） 

委 員  田島 繁 （那覇市自治会長会連合会会長） 

委 員  上原 静子（那覇市女性連合会副会長） 



委 員  久高 多美子（公益社団法人 沖縄県建築士会監事） 

委 員  安里 幸治 （那覇市 PTA 連合会会長） 

イ 選定委員会日時   令和６年１０月１８日（金）午後２時３０分～午後４時まで 

   ウ 選定基準 

ａ 市民等の平等な利用が確保できること。 

ｂ 事業計画書の内容が金城村屋の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減

が図られるものであること。 

ｃ 事業計画書の内容に沿った金城村屋の管理を安定して行う能力を有すること。 

ｄ その他 

   エ 審査表 

     別紙 1参照 

   オ 選定方法 

（1） 委員ごとに「那覇市首里金城村屋指定管理者選定基準表」（別紙１）に示す項

目ごとに採点する。 

（2） 各委員の採点の合計点が 6割に満たない場合は選外とする。 

（3） 申請団体が指定管理者としてふさわしいか、否かについては、委員全員の選定

評価結果を踏まえつつ、委員会規則第 6条第 3項に基づき決定する。 

  ※委員会規則第 6条第 3項 

   「委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。」 

   カ 選定結果 

・各委員の点数及び合計点 

Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 Ｅ委員 Ｆ委員 合計 

45 70 65 58 65 60 363 

         ※最低基準点 252点（70点×6名×6割） 

 

   キ 選定理由 

 那覇市首里金城村屋指定管理者予定候補者審査要項に基づき、首里金城村屋の設置

目的を理解し、利用者サービスの向上と首里金城村屋の施設の効用の発揮を図るに足

る施設管理運営能力等について審査・評価した結果、首里金城村屋の管理者として適

任であると判断し予定候補者に決定致しました。



（別紙 1） 

  
 

那覇市首里金城村屋指定管理予定候補者 選定基準表 

 団体名：首里金城町自治会  委員氏名： 

 

評 価 項 目 配点 
評価 

（5段階） 
備考 

1 市民等の平等な利用が確保できること 

①  地域住民の平等な利用を確保するための措置を講じているか ５   様式 4-1(1) 

②  観光振興及び地域住民のための施設利用がなされているか ５  様式 4-1(2) 

③  平等な利用ができるような情報公開の措置を講じているか ５   様式 4-1(3) 

   15     

2 事業計画が施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること 

①  事業内容が伝統文化の継承活動などの促進を図るものになっているか ５   様式 4-2(1) 

②  地域の関係団体等と連携して施設利用が図られているか ５   様式 4-2(2) 

③  管理経費の縮減がなされているか ５   様式 4-2(3) 

④  施設管理・安全管理は適切か ５   様式 4-2(4) 

   20     

3 事業計画の内容に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること 

①  類似施設を良好に管理運営できる実績を有しているか ５   様式 4-3(1) 

②  管理責任者及び管理体制は適切か ５   様式 4-3(2) 

③  事故又は火災等発生時の連絡体制が適切か ５   様式 4-3(3) 

④  事業計画に沿った収入・支出の内容となっているか ５   様式 5 

   20     

4 その他 

①  個人情報の保護及び情報の公開について措置を講じているか ５   様式 4-4(1) 

②  利用者サービス向上の措置が取られているか  ５   様式 4-4(2) 

③ 施設の管理運営に対する熱意や意欲があるか（自主事業等について） ５   様式 4-4(3) 

   15     

 

 合 計 70   基準点 42点 

 

＜評価の基準＞  

※ 評価方法については、委員各自で項目毎に 5段階で点数を評価欄に記入してください。（評

価については左記「評価の基準」参照。） 

※ 申請団体が指定管理者としてふさわしいか否かについては、委員全員の選定評価結果を踏ま

えつつ、原則として、委員会規則第 6条第 3項に基づき決定します。 

 

５：非常に優れている 

４：優れている 

３：普通 

２：やや劣っている 

１：劣っている 
 

 


